
 

 

審 査 基 準   

 

 

Ⅰ 審査方法 

 審査は、本委託事業を選定するための審査委員会を設置し、書類選考と面接

選考により審査を行う。なお、審査期間中に企画提案の内容について追加資料

を求める場合がある。 

 

Ⅱ 評価方法 

 評価は、企画提案ごとにそれぞれ「絶対評価」にて行うものとする。各審査

委員は、Ⅳに示す評価項目ごとに、Ⅴに示す採点基準に基づき点数化する。そ

して、各委員の合計点のうち最高点と最低点を付けた審査委員の点数を除い

た残りの合計点を平均した点数がその企画提案の評価点となる。 

 

Ⅲ 採択案件の決定方法 

 評価点が最低評価点を超える者の中から、原則として最も得点の高い者か

ら順番に採択するものとする。採択件数は公募時点の予定件数であり、審査委

員会の決定により増減する場合がある。 

 

Ⅳ 評価項目 

 １．事業内容に関する評価 

① 実証事業について、実施先博物館の館種や運営体制等の想定とともに、

その館種や運営体制等に適した実証事業の計画と成果・課題の分析に

ついての具体的な提案があること。この際、実現可能な実施先博物館

の具体的な提案があることが望ましい。 

② 経営資源の調達に関する実証事業の実施とその効果が、一過性のもの

ではなく本事業終了後にも実施先博物館の経営に資する持続的なもの

となるような提案があること。 

③ 実証事業の実施に際して、効率化と効果の最大化を図るための有識者

によるマネジメントと助言の提供について、具体的な計画があること。 

④ 博物館の経営資源の調達についての過去事例の調査、有識者・関係者

への聞き取り調査と分析、国内他館への普及、導入を目的とした事業

モデルの作成、社会実装化のための施策の提案についての提案が具体

的に提示されていること。 

⑤ 研修会・事業説明会・事業成果報告会の実施について、具体的かつ効

果的な提案があること。 

⑥ 事業のスケジュールや経費の設定（特に人件費、謝金、旅費）が妥当

であること。経費については不要なものが入っていないこと、全体経

費のうち再委託費が大部分を占めていないこと。 

 

 



 

 

２．事業の実施体制に関する評価 

① 本事業を担当する組織・チーム、メンバー及び本事業の遂行に必要な

技術・ノウハウ・実績が具体的に示されていて、かつそれが本事業を

遂行するうえで妥当な体制となっていること。 

② 本事業を担当する組織・チームの代表者は、本事業の主要メンバーと

して事業に参画するとともにマネジメント力を有していること。 

③ 実証事業に対して、マネジメントや助言を提供する有識者の確保に関

する具体的な提案があること。 

 

３．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価 

 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共

同参画局長の認定等相当確認を有していること。 

 

Ⅴ 評価基準 

１． 評価項目の「１.事業内容に関する評価」及び「２.事業実施主体に関

する評価」については以下の 5段階評価にて採点を行う。 
 

大変優れている＝１０点  優れている＝８点  普通＝６点 

やや劣っている＝４点  劣っている＝２点 

 
２． 評価項目の「３.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」

については以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により

評価を行う。なお、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受け

ている外国法人については、相当する各認定等に準じて評価する。 

○えるぼし認定等（女性活躍推進法） 

 ・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝１．０点 

 ・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝２．０点 

 ・認定段階３＝３．１点 

 ・プラチナえるぼし認定＝４．２点 

 ・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務

が無い事業主（常時雇用する労働者の数が３００人以下のもの）に限る（計

画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）＝０．５点 

○くるみん認定企業・プラチナ認定企業（次世代育成支援対策推進法（次世代法）） 

 ・旧くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年

厚生労働省令第３１号）による改正前の認定基準又は同附則第２条第３項

の規定による経過措置により認定）＝１点 

 ・新くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年

厚生労働省令第３１号）による改正後の認定基準により認定）＝２．０点 

 ・プラチナくるみん認定＝３．１点 

○ユースエール認定（若者雇用促進法） 

 ・ユースエール認定＝２．０点 

○上記以外＝０点 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に 

関する評価項目の評価方法 

 

 



 

事 務 連 絡 

平成２８年９月２日 

平成２８年１０月１１日一部改訂  

平成２９年５月２２日一部改訂  

令和 2 年５月２９日一部改訂  

 

官房各課・各局筆頭課 

国 立 教 育 政 策 研 究 所 

科学技術・学術政策研究所  契約事務担当者 殿 

日 本 学 士 院 

ス ポ ー ツ 庁 

文 化 庁 

 

文部科学省大臣官房会計課 

 

 

女性の活躍推進に向けた公共調達の取組の実施について 

 

 

 日頃より、契約の適正な執行に御協力いただきありがとうございます。 

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成２７年法律第６４号。以

下「女性活躍推進法」という。）第２０条（女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律等の一部を改正する法律(令和元年法第 24 号)による改正後は第２４条となる。）に

おいて、国は、国及び公庫等の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、同法に基

づく認定を受けた企業等の受注の機会の増大等を実施すると規定されています。 

 これを踏まえ、平成２８年３月２２日に、すべての女性が輝く社会づくり本部におい

て「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」（以下「取

組指針」という。）が決定され、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に

関する実施要領」が策定、平成２９年４月２８日及び令和２年３月３日に一部改正され

ました。 

 その中で、価格以外の要素を評価する調達を行うときは、契約の内容に応じて、ワー

ク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これ

に準ずる企業を評価する項目を平成２８年度中に設定することが定められたことから、

今後は以下のとおり実施することとしますのでお知らせします。 

 なお、「取組指針」においては、毎年度実施状況を取りまとめ、内閣府において公表す

ることとされております。平成２８年度の状況についても平成２９年度にフォローアッ

プが予定されておりますので、その際は御協力をお願いします。 

 



 

 

 

 

記 

 

１. 対象範囲 

  総合評価落札方式又は企画競争による調達を対象とする。ただし、（１）及び（２）

については除外する。 

 

 （１）国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の

推進に関する基本方針（平成１９年１２月７日閣議決定）にのっとり行われる自

動車の購入及び賃貸借に係る調達（現時点における取扱い） 

 

 （２）地方公共団体のみを応札又は応募者として限定している調達 

 

２. 評価方法 

（１） 総合評価落札方式 

    「評価項目及び得点配分基準」及び「加点付与基準」に別紙１を参考にワーク・

ライフ・バランス等の推進に関する指標を追加すること。当該指標による得点は

加点とし、配点割合が技術点の５％程度となるよう設定（建設工事及び設計・コ

ンサルティング業務については、契約の内容に応じて設定）すること。 

    なお、総合評価落札方式の財務省との包括協議が整っている調査、広報及び研

究開発事業については、技術等の評価項目は、創造性または新規性等の価格と同

等に評価できない項目とそれ以外の項目とに区分し、価格と同等に評価できる項

目に対する得点配分と、入札価格に対する得点配分が等しくなるよう設定すべき

ことに留意すること。 

    

（２） 企画競争 

    「審査基準」に別紙２を参考にワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指

標を追加すること。評価は予め定めた認定等ごとの配点により行うこととし、当

該指標による得点は、全ての項目で最高得点だった場合の合計点数に占める配点

割合を５％程度となるよう設定（建設工事及び設計・コンサルティング業務につ

いては、契約の内容に応じて設定）すること。 

 

  ※ 男女共同参画等に関連する調査、広報及び研究開発事業においては、発注先企

業において男女共同参画等について基本的な理解が浸透していることにより、品

質の向上が見込まれることから、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指



 

標の配点割合を総合評価落札方式においては技術点の７％とし、企画競争におい

ては全ての項目で最高得点だった場合の合計点数に占める割合を７％とするこ

と。 

３．認定に関する情報の把握等 

（１）評価の対象とする認定等を証する書類（当該認定等の根拠法令に基づき厚生労

働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等）として、次のものの

写しを用いること。 

① 女性活躍推進法第９条に基づく認定（えるぼし認定）に関する基準適合一般事業

主認定通知書（参考３－１－１）※労働時間の基準を満たすものに限る。 

  女性活躍推進法第１２条に基づく認定（プラチナえるぼし認定）に関する基準適

合一般事業主認定通知書（参考３－１－２） 

② 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。）

第１３条に基づく認定（くるみん認定※１）及び同法第１５条の２に基づく特例認

定（プラチナくるみん認定）に関する基準適合一般事業主認定通知書（参考３－２

～４） 

③ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号。以下「若者雇用促

進法」という。）第１５条に基づく認定（ユースエール認定）に関する基準適合事業

主認定通知書（参考３－５） 

④ 女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画策定届（常時雇用する労働者

の数が３００人以下のものに限る）（参考３－６） 

 

 （２）女性活躍推進法、次世代法及び若者雇用促進法に基づく認定並びに女性活躍推

進法に基づく一般事業主行動計画策定の対象とならない外国法人（以下「対象外

国法人」という。）については、評価の対象とする次に掲げる認定等相当確認を証

する書類（内閣府男女共同参画局長が発出したワーク・ライフ・バランス等推進

企業認定等相当確認通知書）の写しを用いること。 

① 女性活躍推進法第９条に基づく認定（えるぼし認定）に相当するもの（参考４－

１－１）※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。 

② 女性活躍推進法第１２条に基づく認定（プラチナえるぼし認定）に相当するもの

（参考４－１－２） 

③次世代法第１３条に基づく認定（くるみん認定※２）及び同法第１５条の２に基づ

く特例認定（プラチナくるみん認定）に相当するもの（参考４－２～４） 

④若者雇用促進法第１５条に基づく認定（ユースエール認定）に相当するもの（参考

４－５） 

⑤女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画策定（対象外国法人において、

常時雇用する労働者の数が３００人以下のものに限る。）に相当するもの（参考４－

６） 

 



 

 

 ※１※２ 労働時間の基準等を見直す厚生労働省令の改正により、くるみん認定につ

いては旧くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成 29 年厚生

労働省令第 31 号）による改正前の認定基準又は同附則第２条第３項の規定による経

過措置により認定）、新くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令

（平成 29 年厚生労働省令第 31 号）による改正後の認定基準により認定があること

に留意すること。 

 

 （３）認定の取消があった場合には、事業者からその旨の申出が行われるよう、仕様

書又は公募要領において事業実施の条件として、「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律に基づく認定など技術提案書に記載した事項について、認定

の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに発注

者へ届け出ること。」といった文言を別紙３又は別紙４を参考に記載すること。 

また、この記載に基づき事業者から認定の取消があった旨の申出があった場合

には、速やかに会計課総務班企画渉外係に連絡すること。 

 

 （４）不正な手段により認定を受けた企業であることが判明し、認定が取り消された

企業の情報については、内閣府から各府省に対し必要な情報が提供されるので、

その都度、情報提供を行います。 

① あ 

４．実施時期 

   

 （１）政府調達に関する協定に係る調達 

    平成２９年４月１日以降に契約を締結するもの（平成２８年度中に入札公告等

を行うものを含む。）から実施する。 

 （２）上記以外の調達 

    平成２８年１０月１日以降に入札公告等を行うものから実施する。ただし、入

札説明書又は公募要領等への内閣府男女共同参画局長が発出するワーク・ライフ

・バランス等推進企業認定等相当確認通知書の写しによる相当する各認定等に準

じた加点に関する記載は、平成２８年１１月１日以降に入札公告等を行うものか

ら実施するものとする。 

 （３）「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」が平

成２９年４月２８日に一部改正されたことに伴う、旧くるみん認定及び新くるみ

ん認定の評価については、平成２９年７月１日以降に入札公告等を行うものから

実施するものとする。 

 （４）「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」が令

和２年３月３日に一部改正されたことに伴う、プラチナえるぼし認定の評価につ



 

いては、令和２年６月１日以降に入札公告等を行うものから実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１～４ 省略 
 

 

 

＜本件担当＞ 

大臣官房会計課総務班企画渉外係 

直通：０３－６７３４－３０１１ 

内線：３０１１ 



 

 
 



 



 

 
 



 

 
 



 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 



 

 

 

女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）に相当するもの 

 

（様式第２号）  

 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書 

 

（文 書 番 号）    

令和  年  月  日   

 

 

殿 

 

 

内閣府男女共同参画局長 □印    

 

 

 令和 年 月 日付けで依頼のあった件について、ワーク・ライフ・バランス等の推進に関す

る外国法人の確認事務取扱要綱第６条に基づき、下記認定等に相当することを 

確認しましたので、通知します。 

 

記 

 

(1)  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第９条に基づく認定（えるぼし 

認定）      認定相当段階 ２（労働時間等の働き方に係る基準を満たすもの） 

※認定相当段階に応じて、「認定相当段階１～３」を記載 

  

参考４－１－１ 



 

 

 

女性活躍推進法に基づく認定（プラチナえるぼし認定）に相当するもの 

 

（様式第２号）  

 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書 

 

（文 書 番 号）    

令和  年  月  日   

 

 

殿 

 

 

内閣府男女共同参画局長 □印    

 

 

 令和 年 月 日付けで依頼のあった件について、ワーク・ライフ・バランス等の推 

進に関する外国法人の確認事務取扱要綱第６条に基づき、下記認定等に相当することを 

確認しましたので、通知します。 

 

記 

 

(2)  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 12 条に基づく特例認定（プ 

ラチナえるぼし認定）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考４－１－２ 



 

 

 

次世代法に基づく認定（くるみん認定）に相当するもの 

旧くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号）附則第２条 

第３項の規定による経過措置に基づく認定 

 

（様式第２号）  

 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書 

 

（文 書 番 号）    

令和  年  月  日   

 

 

殿 

 

 

内閣府男女共同参画局長 □印    

 

 

令和 年 月 日付けで依頼のあった件について、ワーク・ライフ・バランス等の推 

進に関する外国法人の確認事務取扱要綱第６条に基づき、下記認定等に相当することを 

確認しましたので、通知します。 

 

記 

 

(4)  次世代育成支援対策推進法第 13 条に基づく認定（旧くるみん認定） 

  （次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成 29年厚生労 

 働省令第 31 号）附則第 2 条第 3 項の規定による経過措置に基づく認定） 

 

  

参考４－２ 

１ 



 

 

 

次世代法に基づく認定（くるみん認定）に相当するもの 

新くるみん認定（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号）による改正

後の認定基準に基づく認定 

 

（様式第２号）  

 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書 

 

（文 書 番 号）    

令和  年  月  日   

 

 

殿 

 

 

内閣府男女共同参画局長 □印    

 

 

平成 年 月 日付けで依頼のあった件について、ワーク・ライフ・バランス等の推 

進に関する外国法人の確認事務取扱要綱第６条に基づき、下記認定等に相当することを 

確認しましたので、通知します。 

 

記 

 

(5)  次世代育成支援対策推進法第 13 条に基づく認定（新くるみん認定） 

      （次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成 29 年厚生労働 

省令第 31号）による改正後の認定基準に基づく認定） 

 

  

参考４－３ 

１ 



 

 

 

次世代法に基づく特例認定（プラチナくるみん認定）に相当するもの 

 

（様式第２号）  

 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書 

 

（文 書 番 号）    

令和  年  月  日   

 

 

殿 

 

 

内閣府男女共同参画局長 □印    

 

 

令和 年 月 日付けで依頼のあった件について、ワーク・ライフ・バランス等の推 

進に関する外国法人の確認事務取扱要綱第６条に基づき、下記認定等に相当することを 

確認しましたので、通知します。 

 

記 

 

(6) 次世代育成支援対策推進法第 15 条の２に基づく認定（プラチナくるみん認定） 

 

 

  

参考４－４ 

１ 



 

 

 

若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）に相当するもの 

 

（様式第２号）  

 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書 

 

（文 書 番 号）    

令和  年  月  日   

 

 

殿 

 

 

内閣府男女共同参画局長 □印    

 

 

令和 年 月 日付けで依頼のあった件について、ワーク・ライフ・バランス等の推 

進に関する外国法人の確認事務取扱要綱第６条に基づき、下記認定等に相当することを 

確認しましたので、通知します。 

 

記 

 

(7)  青少年の雇用の促進等に関する法律第 15 条に基づく認定（ユースエール認定） 

 

 

  

参考４－５ 

 

１ 



 

 

 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定に相当するもの 

 

（様式第２号）  

 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書 

 

（文 書 番 号）    

令和  年  月  日   

 

 

殿 

 

 

内閣府男女共同参画局長 □印    

 

 

令和 年 月 日付けで依頼のあった件について、ワーク・ライフ・バランス等の推 

進に関する外国法人の確認事務取扱要綱第６条に基づき、下記認定等に相当することを 

確認しましたので、通知します。 

 

記 

 

(3)  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条に基づく一般事業主行 

動計画策定（外国に所在する本社又は主たる事務所並びに日本国内の事業所におい 

て、常時雇用する労働者の数が 300 人以下の外国法人） 

 

 

 

 

 

参考４－６ 

１ 
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